
令和５年度　第１回　川西市地域公共交通会議 

 

 

次第 

 

 

  日時 令和５年７月１２日（水）　　　 

午後 2時 00 分～4時 00 分（予定） 

　　　　場所　アステ市民プラザ　ホール１    

 

１．開会 

 

２．委員紹介 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．協議 

（１）　会長、副会長の選任について 

(２)　（仮称）川西市公共交通計画の策定について             ・・・【資料１,２】 

(３)　平野山下線・大和団地線の持続可能な運行の検討について ・・・【資料３,４】 

【別紙１，２】 

 

４．その他 

 

５．閉会 

 

 



委員

構成団体 役職 出席者

社会共創学部

環境デザイン学科

都市交通事業本部

沿線まちづくり推進部

公益社団法人

兵庫県バス協会

一般社団法人　兵庫県タクシー協会

株式会社フクユ

川西市コミュニティ協議会連合会

北陵コミュニティ協議会

社会福祉法人

川西市社会福祉協議会

神戸運輸監理部

総務企画部

阪神北県民局 雨森　尚子

宝塚土木事務所 あめもり　なおこ

東尾　浩二

ひがしお　こうじ

オブザーバー
兵庫県土木部 奈良山　雅一

交通政策課 ならやま　まさかず
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所属 構成員

自動車事業本部営業企画部(地域公共交通担当)

兼 新モビリティ推進部

大阪市立大学 名誉教授 日野　泰雄 ひの　やすお 同左

愛媛大学 教授 松村　暢彦 まつむら　のぶひこ 欠席

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部　兵庫支社 課長代理 絆地　真晃 ばんじ　まさあき 同左

阪急電鉄株式会社 部長 阿瀬　弘治 あぜ　こうじ
武藤　雄飛
むとう　ゆうひ

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 副部長 東山　仁 とうやま　ひとし 同左

阪急バス株式会社 部長 野津　俊明 のづ　としあき 同左

専務理事 新屋敷　昭一 しんやしき　しょういち
吉本　道明（WEB)
よしもと　みちあき

代表取締役 松下　誠吾 まつした　せいご 同左

兵庫県交通運輸産業労働組合協議会 阪神地域協議会 副議長 石崎　宏司 いしざき　こうじ 欠席

会長 杉本　勝広 すぎもと　かつひろ 同左（WEB)

常務理事 船木　靖夫 ふなき　やすお 欠席

川西市民 － 秋篠　彩 あきしの　あや 同左

国土交通省 企画調整官 中西　克之 なかにし　かつゆき 同左

兵庫県 所長 山田　弘 やまだ　ひろし

兵庫県川西警察署 交通課 課長 柴原　定之 しばはら　さだゆき

川西市 企画財政部 部長 作田　哲也 さくた　てつや 同左

川西市 土木部 部長 五島　孝裕 ごとう　たかひろ 同左

兵庫県 副課長　兼　地域交通班長 新田　博史 にった　ひろふみ
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  むとう ゆうひ

 武藤 雄飛(代)

能勢電鉄株式会社
 とうやま ひとし 

 東山 仁

    阪急バス株式会社
  のづ としあき   

  野津 俊明 

随行者

随行者

川西市コミュニティ協議会連合会 
 すぎもと かつひろ

 杉本 勝広

一般社団法人兵庫県タクシー協会
   まつした せいご 

  松下 誠吾

川西市民 
あきしの あや

 秋篠 彩

国土交通省神戸運輸監理部 
                            なかにし かつゆき

                     中西 克之

  兵庫県阪神北県民局 
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        雨森 尚子 (代)
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      ひがしお こうじ

     東尾 浩二 (代)

川西市企画財政部 
          さくた  てつや

       作田 哲也
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五島 孝裕

兵庫県交通政策課
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（仮称）川西市公共交通計画の
策定について

【資料１】

～計画目標値及び事業に係る協議～
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 ■本日の協議内容

本日の審議事項～計画策定の流れ～

本日の
審議事項

前回地交会議
提示

（一部修正有）

※出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（入門編） 1



　(1) 理念の設定　～上位計画で検討されている理念・目指すべき都市像～

第６次川西市総合計画（令和6年度～令和13年度：８年間）

(仮称)川西市公共交通計画
（令和6年度～令和13年度：８年間）

上
位
計
画

＜基本理念(案)＞持続可能で生活の質が高いまちづくり
～みどり豊かな住宅都市に新たな魅力や価値をかけ合わせる～

川西市都市計画マスタープラン（令和6年度～令和13年度：８年間）

 本市は豊かな自然環境を有し、高度経済成長期に住宅開発とともに成長してきたまちです。今後、人口減少がす
すむことが予想されるなか、まちづくりに関する施策や民間活力等により、新たな魅力や価値を市民、事業者、
行政でつくり上げ、持続可能で生活の質の高いコンパクトなまちをめざします。

分野別目標：快適な環境で暮らせる川西の実現

本市は豊かな自然環境を有し、高度経済成長期に住宅開発によって成長してきたまちで、緑豊かな環境と利便性を併
せ持っていることが大きな特徴です。

このようなまちの特徴を大切にするため、自然や文化、生物多様性の理解を深め、守り、育み、共生する、ふるさと
に愛着が持てる取り組みを進めていきます。

併せて、人口減少や少子・高齢化の進展など、環境は大きく変化していくことから、既存の都市基盤を有効活用しな
がら、民間活力などにより都市に新たな魅力や価値を加え、持続可能で生活の質の高い、快適な環境で暮らせる川西
をめざします。

上位計画を踏まえ、当該計画の理念を設定

まず、子どもが幸せ
になります。

人に寄り添い、お互
いの個性を認め合い
ます。

未来に責任を持ち、
持続可能なまちをめ
ざします。

日々の暮らしで感じ
られる幸せを大切に
します。

４つの基本姿勢
(大切にしたい思い)

＜目指すべき都市像(案)＞心地よさ　息づくまち　川西　～ジブンイロ叶う未来へ～
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　(1) 理念の設定　～上位計画の理念等を踏まえた本計画の理念～

課題

【公共交通】既存サービスの維持と新たなニー
ズに対応した持続可能なサービス
の検討

→利用者の減少による採算性の低下や利用者

　ニーズの多様化に対応した持続可能なサー

　ビスの検討が必要

【公共交通】定時性確保に向けた取組が必要

【公共交通】人員不足への対応検討

【交通】後期高齢者の移動手段における車以外
の手段への転換

【交通】交通空白地等における移動手段の確保

→各地区の実状に合わせた地区内移動のための
交通手段の検討が必要

上位計画

総合計画
分野別目標

快適な環境で暮らせる
川西の実現

都市マス
基本理念

持続可能で生活の質が
高いまちづくり

～みどり豊かな住宅都
市に新たな魅力や価値
をかけ合わせる～

基本的な方針（案） 概要

①脱炭素・循環型のまちの構築

　に向けた公共交通の利用環境

　の整備

　乗り継ぎなどの公共交通の利便性の向上
を行うことで、自家用車から公共交通への
転換を促進し、日常生活を支える基盤であ
る公共交通のサービス水準の確保を図ると
ともに、公共交通の車両のEV化等を推進す
ることで、脱炭素・循環型のまちの実現を
目指す。

②まちの賑わい向上につながる

　公共交通の利用促進

　公共交通について、市民の財産としての
認識を深めるとともに、市民や来訪者の利
用を促すことで、中心市街地や各地域拠点
の賑わいの向上を図る。

③生活の質が高いまちの実現に向
けた地域内交通サービスの構築

　人口減少や高齢化等の社会環境の変化や
地域の特徴に応じて、誰もが快適な環境で
暮らせるまちを実現するため、自家用車だ
けに頼らずに移動できる環境づくりとして、
身近な地域内交通を地域住民・行政・交通
事業者が一体となって構築していく。

本計画の理念(案)
市民生活の質の向上を可能にする交通サービスの実現を目指して

～設定の趣旨～
　公共交通は子どもからお年寄りまで幅広い世代の人が利用でき、クルマが運転できない
人にとって、なくてはならない移動手段です。また、本市が目指している持続可能で生活
の質の高いコンパクトなまちづくりにおいても有効な移動手段です。
　一方で、人口減少や高齢化、更には新型コロナウイルスの影響による交通行動やライフ
スタイルの変化など、近年の公共交通を取り巻く環境は以前に比べ、非常に厳しいと言え
ます。
　こうした状況下において、市民の一人一人が、住み慣れた市内各地域で心地よく暮らす
ことができる生活を実現するためには、それぞれの地域の交通状況・住環境に応じた交通
サービスが必要になります。このような交通サービスを構築するためには、これまで以上
に市民・事業者・行政がそれぞれ必要な役割を担い、快適に移動できる交通環境の整備に
向けて取り組むことが重要です。

※赤字の箇所が前回資料からの修正箇所 3



○基本方針1に関する目標及び目標値の設定に関する考え方は以下の通り。

目標 説明

自家用車よりも公共交通を利用することが多
い市民の割合【R3】

・ＭＭ ・環境面からのMMの実施

広域移動を支える
公共交通の維持

阪急川西能勢口の運行本数/日
JR川西池田駅の運行本数/日

能勢電鉄における1時間あたりの運行本数

阪急バスにおける1日10便以下の路線の割合
（市内のバス停の数）

収支率
※対象路線及び算出可否要検討

安全に公共交通が
利用できる環境整備

利用者が安全安心に利用できる環境
整備を推進する

対策完了箇所数
・災害対策
・安全対策

・法面等整備の実施又は補助
・危険踏切対策の実施又は補助
・EDSS車両の導入又は補助

・乗り継ぎ改善
・MaaSの取組
・乗り継ぎの向上施策

・バス及びタクシーの定時性確保
（重点区域内における瞬間駐車台数）

・市及び近隣商店による街頭啓発
・川西警察による取り締まり
・バス優先レーンの徹底

・隣接市との連携による
　公共交通ネットワークの形成

・MaaSの取組

基
　
　
本
　
　
方
　
　
針
　
　
１

脱炭素・循環型のまちの
構築に向けた
公共交通の

利用環境の整備

8年

市民生活を支えるための
公共交通サービスの維持

4年誰もが快適に利用
できるための
公共交通の利便性向上

公共交通の利便性に満足している市
民の割合を目標として設定

各公共交通の利便性に係る満足度
（市民実感調査アンケート）

利用者増＝公共交通サービスの持続
可能性ではないとの公共交通事業者
の意見を鑑み、利用者増以外の取組
みを図る目標値として維持すべき
サービス水準を目標に設定

・現状の運行本数維持
・地域ぐるみの取組みと行政・交通
　事業者等による支援

自動車に過度に依存しな
い公共交通利用環境の整
備

＜まちづくりレベルの目標＞
都市マスに掲げる基本理念に基づ
く、脱炭素・循環型社会の構築に向
け、公共交通の役割から寄与してい
く

温室効果ガス排出量
（環境基本計画）

・バス・タクシーのEV化の推進 ・EV化への補助金支出

指標基本方針 年次 取り組みの方向性 事業のイメージ
目標

８年目標から４年目標へ変更

　(2) 基本方針１　～前回会議資料～
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　・地域による利用促進の取り組みの支援　　　　　　　　　　　　　　
　（地域による検討会の開催）
　 (商業施設との連携、地域イベントの実施)

　・法面等整備の実施
　・危険踏切対策の実施
　・EDSS車両の導入

　・観光施策と連携した取り組みの実施
　（能勢電鉄によるハイキング等の実施）
　（市内イベント時の公共交通利用推進)

人員不足の解消

　・隣接市との情報共有
　（広域での意見交換会）
　（市域を跨がる路線への共同支援）

乗り継ぎ改善
バス・タクシーの定時性の確保

具体的な解決策案

減災対策の着実な実施

広域移動を支える公共交通の維持

市民生活を支えるための
公共交通サービスの維持

公共交通を快適に利用するための
利便性向上

隣接市との連携による
公共交通ネットワークの維持・向上

市民が自家用車に過度に
依存せず、地球環境にやさしい

移動手段を選択できる環境づくり

　(2) 基本方針１　～前回会議時点での提示内容と主な変更点～

バス・タクシーのEV化等の推進

地域の取り組みへの
 行政・交通事業者等による支援

阪急川西能勢口の運行本数/日
JR川西池田駅の運行本数/日　　　　　

能勢電鉄の
１時間あたりの運行本数

阪急バスにおける１日１０便超の
路線の割合

各公共交通の利便性に係る満足度
（アンケート）

目標（８年） 取組の方向性

　・EV化等の導入

目標（４年）

（指標）

　・渋滞対策、違法駐車対策
　（バス優先レーンの適正な活用）
　（川西警察による取り締まり）
　（市及び近隣商店による街頭啓発）

（指標）

温室効果ガス排出量

自家用車よりも公共交通を
　 利用することが多い市民の割合

＜基本方針１＞　脱炭素・循環型のまちの構築に向けた公共交通の利用環境の整備

市外から市内への移動促進

公共交通の脱炭素化の推進

(阪急バス検討中)

　・事業者連絡会の設置及び解決策の検討
　（乗務員、運転士の確保）
　（新技術の活用）
　（MaaSによる利用環境の向上）
　　(乗り継ぎの向上施策の実施)

5
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＜基本方針１＞　脱炭素・循環型のまちの構築に向けた公共交通の利用環境の整備

人員不足の解消

乗り継ぎ改善
バス・タクシーの定時性の確保

減災対策の着実な実施

隣接市との連携による
公共交通ネットワークの維持・向上

バス・タクシーのEV化等の推進

地域の取組みへの
 行政・交通事業者等による支援

取組の方向性

市外から市内への移動促進

〇…主体、△…サポート

　(2) 基本方針１　～実施主体のイメージ～

事業者 地域 その他
関係機関 市

・地域公共交通会議での検討を通じ
　た利用促進などの取り組みの実施 △ 〇 ー △

・観光施策と連携した取り組みの実施
（能勢電鉄によるハイキング等の実施）
（市内イベント時の公共交通利用推進)

〇 ー △ 〇

・法面等整備の実施
・危険踏切対策の実施
・EDSS車両の導入

〇 ー ー △

・事業者連絡会の設置及び解決策の検討
　（乗務員、運転士の確保）
　（新技術の活用）
　（MaaSによる利用環境の向上）
　　(乗り継ぎの向上施策の実施)

〇 ー ー △

・渋滞対策、違法駐車対策
（バス優先レーンの適正な活用）
（川西警察による取り締まり）
（市及び近隣商店による街頭啓発）

△ 〇 〇 〇

・隣接市との情報共有
（広域での意見交換会）
（市域を跨がる路線への共同支援）

△ ー ー 〇

主な実施主体
具体的な解決策案

・EV化等への導入 〇 ー ー △ 6



乗り継ぎ改善
バス・タクシーの定時性の確保

　・事業者連絡会の設置及び
　　解決策の検討
　（乗り継ぎの向上施策）

■バス運行状況のGoogleマップでの表示

・阪急バスでは、2017年3月から兵庫県
下で、2018年3月からは全路線でバス
ロケーションシステムを導入しており、ス
マートフォン及びPCから接近案内情報の
提供を行ってきた。

・さらに、2023年3月からGoogleマップで
も、バス情報の公開とバスロケーションシス
テムを導入した。

・Googleマップで目的地を入力するだけで
①バスの経路検索（発車時刻・のりば・
到着時刻・所要時間）、②運賃、の他
にも、③運行状況（定時運行・遅延運
行・バスの現在位置）が確認出来るよう
になっている。

出典：阪急バスHP

出典：尼崎市HP

・乗り継ぎ向上のためのダイヤ改正を行う事例は多数存在する。
・例えば2017年の阪神バスのダイヤ改正として、阪急武庫之荘駅で
の阪急電車との接続向上を目的とした運行時刻の微調整、一部時
間帯での増便による始発時刻の繰上及び乗車密度の緩和を図るな
どの、旅客利便の向上に努める事例が挙げられる。

・「2023年度スルッとKANSAI 大阪周遊パス」は、Osaka Metro・
大阪シティバスの全線と阪急・阪神・京阪・南海・近鉄の大阪エリア
所定区間が１日乗降フリーの乗車券であり、さらに大阪市内の所定
施設が無料または割引で利用できる優待特典付きとなっている。

出典：阪急電鉄HP

■乗り継ぎ向上のためのダイヤ改正

■複数交通手段をまたいだ乗車券

　(2) 基本方針１  ～具体的な解決策の例～

※下記事例は、川西市で実施可能と確認されたわけではなく、あくまでイメージとして記載している。

（例） 鉄道・バスのダイヤ調整
　　　　　企画乗車券の発行
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地域の移動課題対策支援事業

　(2) 基本方針１ ～各基本方針に共通する解決策～

移動課題 支援メニュー 対象とする支援内容の案 対象外とする支援内容

①交通空白地、
　不便地対策

※地元が不便と
　感じる地域も含む

移動手段の導入又は
新たな交通への転換

〇地域による乗合交通の導入検討
例：運送法に基づかないボランティア輸送
【補助内容】車両代の赤字補填　　など
※GHのお出かけ支援など取組み済み事業
　への支援も含む

〇タクシーによる個別輸送の充実検討
例：地区内の施設又は近隣交通機関まで
の
　　タクシー移動の支援
【補助内容】タクシー代の一部補填　など

〇一時的な移動手段の導入
例：祭りなどのイベント輸送
　　持続運行を目的としない輸送

〇高齢者など対象を限定した輸送
例：高齢者へのタクシーチケット配布
　　福祉有償運送の実施
　⇒一部の対象のみ移動課題を感じてい
　　る場合、福祉部に引き継ぎを実施

②既存交通の利用
　促進又は新たな
　サービスの検討

利用促進の可能性の
検討

〇ルート変更の検討
〇運行ダイヤ変更の検討
〇乗り継ぎサービス(利便性など)改善検討
〇近隣商店と連携した割引制度等の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

〇一時的な移動に係る交通費補助
例：祭りや自治会の会議など、既存の
　　　イベントなどへの移動補助
　　　(将来的な利用促進を目的としない
　　　　ものは不可)

将来のニーズに対応し
たサービスの検討

〇新たな交通への転換　　　　　　　　
〇高齢者など対象を限定した輸送
例：高齢者へのタクシーチケット配布
　　福祉有償運送の実施
　⇒一部の対象のみ移動課題を感じてい
　　る場合、福祉部に引き継ぎを実施
　

※地域主体であることが条件、支援額等は未定

基本方針１・２

　　・地域による利用促進の
　　  取組み支援

基本方針３

　地域による移動手段の構築

＜事業イメージ＞
地域ごとに異なる移動課題に対して、その解決に向けた地元団体の主体的な取り組みを支援する
⇒地域団体が検討会を立ち上げ、行政・事業者・学識経験者などの関係者が支援
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　(2) 基本方針１　～指標のイメージ～

＜基本方針１＞　脱炭素・循環型のまちの構築に向けた公共交通の利用環境の整備

指標 データ取得方法 現況値 目標値

8年
温室効果ガス排出量 調整中
自家用車よりも公共交通を
利用することが多い市民の割合 市民実感調査 45.1%

【R4】 増加

4年

阪急川西能勢口の運行本数/日
（平日） 交通事業者より提供 450本/日

【R4】 維持

JR川西池田駅の運行本数/日
（平日） 交通事業者より提供 328本/日

【R4】 維持

能勢電鉄の1時間あたりの
運行本数（平日） 交通事業者より提供 平均6本/時間

【R4】 維持

阪急バスにおける1日10便超の路線
の割合（平日） 交通事業者より提供 90.9％(10/11)

【R4】 維持

各公共交通の利便性に係る満足度 市民交通行動アンケート

JR:71.9%
阪急電鉄:80.2%
能勢電鉄:72.2%
タクシー:35.7%

【R4】

増加

（阪急バス検討中） 検討中
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目標 説明

阪急川西能勢口・ＪＲ川西池田駅の
一日当たり平均利用者数

山下駅/畦野駅/多田駅/鼓滝駅の
一日当たり平均利用者数

・地域公共交通に関する情報発信

・福祉施設・コミュニティ等と連携した
　情報発信/地域における検討会の立ち上
げ
　等

・学校MM／転入者MM／
　居住者MMの推進

・学校MMの推進／
　転入者へ特別乗車券配布

能勢電鉄乗降客数（1日）【R3】

川西猪名川線１日当たり利用人数【R2】

タクシー利用者数

基
本
方
針
２

まちの賑わい向上に
つながる

公共交通の
利用促進

公共交通を使った
外出機会の促進

公共交通の利用者増に向けた外出機
会の増を目標として設定

4年
・地域ぐるみの取組みへの行政・交通
　事業者による支援

・地域ぐるみの取組みと行政・交通
　事業者等による支援
　例：公共交通で移動して商店で買い物
　　　した者への割引サービスの導入など

誰もが安心・快適に
市街地に来訪できる
公共交通の確保

公共交通の役割を理解
し、子どもの頃から公共
交通になじむ環境作り

公共交通の利用者増に向けた意識情
勢への取組みを目標として設定

今後も利用しないと答えた市民の割合
（年齢別）

＜まちづくりレベルの目標＞
都市マスに掲げる都心核・地域核を
中心にまちの賑わいの向上をめざす

８年

・地域ぐるみの取組みへの行政・交通
　事業者による支援

・地域ぐるみの取組みと行政・交通
　事業者等による支援
　例：公共交通で移動して商店で買い物
　　　した者への割引サービスの導入など

基本方針 年次 取り組みの方向性 事業のイメージ
目標

指標

　(3) 基本方針２　～前回会議資料～

○基本方針2に関する目標及び目標値の設定に関する考え方は以下の通り。

８年目標から４年目標へ変更

タクシーに関することは基本方針３へ
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　(3) 基本方針２　～前回会議時点での提示内容と主な変更点～

公共交通を使った
外出機会の促進

自分たちのまちの移動手段として
公共交通を捉えられる意識の醸成

能勢電鉄の
一日あたり乗降客数

阪急バスの
一日あたり乗降客数

公共交通を利用している/
今後利用すると答えた

市民の割合
（アンケート）

市民が公共交通に慣れ親しみ、
何気なく出かけたくなる
賑わいのある環境作り

　・地域による利用促進の
　　取り組みの支援　　　　　　　　　　　　　　
　（地域による検討会の開催）
　（商業施設との連携、地域イベント
　　　の実施）

目標（８年） 取組の方向性目標（４年）

（指標）

＜基本方針２＞　まちの賑わい向上につながる公共交通の利用促進

（指標）

阪急川西能勢口駅、JR川西
池田駅の一日あたり乗降客数

山下駅/畦野駅/多田駅/鼓滝
 　駅の一日あたり乗降客数

利用促進に係る地域の取り組みへ
の行政・交通事業者による支援

行政・交通事業者による
公共交通の

利用促進の取組

　・福祉施設・コミュニティ等と連携した
　　情報発信
　（公共施設への時刻表掲示）
　（公共交通イベントの周知）

　・モビリティ・マネジメント(MM)の実施
　（小学生・中学生へのＭＭ教育） 
　（転入者等への情報提供、無料乗
　　車券の配布）

　行政・交通事業者による取組
　（企画乗車券の発行）
　（公共交通イベントの開催）
　（駅周辺商業施設との連携）
  （観光施策との連携）

具体的な解決策案
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＜基本方針２＞　まちの賑わい向上につながる公共交通の利用促進

取組の方向性

利用促進に係る地域の取組みへの
行政・交通事業者による支援

行政・交通事業者による
公共交通の

利用促進の取組

〇…主体、△…サポート

　(3) 基本方針２　～実施主体のイメージ～

事業者 地域 その他
関係機関 市

・福祉施設・コミュニティ等と連携した情報発信
（公共施設への時刻表掲示）
（公共交通イベントの周知）

△ ー 〇 〇

主な実施主体
具体的な解決策案

・地域による利用促進の取り組み支援　　　　　　　　　　　　　　
　（地域による検討会）
　（商業施設との連携、地域イベントの実施）

△ 〇 〇 △

・モビリティ・マネジメント(MM)の実施
　（小学生・中学生へのＭＭ教育） 
　（転入者等への情報提供、無料乗車券の配布）

〇 〇 〇 〇

・行政・交通事業者による取組
（企画乗車券の発行）（公共交通イベントの開催）
（駅周辺商業施設との連携）（観光施策との連携）

〇 ー ー 〇
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出典：豊中市プレスリリース

■自治体によるバス無料乗車券の購入・配布
・豊中市では、転入者向けにバス無料乗車券（2枚分）の配布
を行うことで、バス利用のハードルを下げるモビリティ・マネジメントの
取り組みを行っている。

・乗車券は運賃箱に
入れてもらい、後から
豊中市で清算する仕
組みとなっている。

※下記事例は、川西市で実施可能と確認されたわけではなく、あくまでイメージとして記載している。

行政・交通事業者による
公共交通の

利用促進の取組

　行政・交通事業者による取組
　（企画乗車券の発行）
　（公共交通イベントの開催）
　（駅周辺商業施設との連携）
  （観光施策との連携）

※スライド10の再掲

・「2023年度スルッとKANSAI 大阪周遊パス」は、Osaka Metro・
大阪シティバスの全線と阪急・阪神・京阪・南海・近鉄の大阪エリア
所定区間が１日乗降フリーの乗車券であり、さらに大阪市内の所定
施設が無料または割引で利用できる優待特典付きとなっている。

■複数交通手段をまたいだ乗車券

　(3) 基本方針２　～具体的な解決策の例～

出典：阪急電鉄HP
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＜基本方針２＞　まちの賑わい向上につながる公共交通の利用促進

指標 データ取得方法 現況値 目標値

8年

阪急川西能勢口駅、JR川西池田
駅の一日あたり乗降客数 交通事業者より提供

阪急：48,618人
【R4】

JR：31,986人
【R3】

増加

山下駅/畦野駅/多田駅/鼓滝駅の
一日あたり乗降客数 交通事業者より提供

5,555/7,019/
6,157/4,867人

【R4】
増加

4年

公共交通を利用している/今後利用
すると答えた市民の割合 市民交通行動アンケート 62.4%

【R4】 増加

能勢電鉄の一日あたり乗降客数 交通事業者より提供 87,950人/日
【R4】 増加

阪急バスの一日あたり乗降客数 交通事業者より提供 31,112人/日
【R3】 増加

　(3) 基本方針２　～指標のイメージ～
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○基本方針3に関する目標及び目標値の設定に関する考え方は以下の通り。

目標 説明

交通空白地の居住人口割合

市民実感調査での新たな指標を検討
（案１）自家用車が無くても買い物・通院が
　　　　できる市民の割合
（案２）日常の移動に課題を感じている市民
　　　　の割合

補助路線への支出額 ・補助路線の維持 ・評価基準に基づく路線再編等

福祉アンケートの項目(福祉と要相談)
・福祉分野をターゲットにした
　輸送手段の導入

・福祉有償運送の導入

基
本
方
針
３

生活の質が高いまちの
実現に向けた

地域内交通サービス
の構築

高齢者等にやさしい
地域内の移動の確保と
そのための地域ぐるみ
の取組みの実現

<まちづくりレベルの目標＞
空白地居住者やファーストワンマイ
ルの移動に課題を抱える市民につい
て、自家用車に頼らない移動手段を
確立することで、移動に困らない快
適な暮らしを実現する

８年

・地域ぐるみの取組みへの行政・交通
　事業者による支援
　例：交通空白地における移動手段の
　　　確保など

・地域ぐるみの取組みと行政・交通
　事業者等による支援
　例：運送法に基づかない輸送手段の
　　　導入支援など

４年

基本方針 年次 取り組みの方向性 事業のイメージ
目標

指標

８年目標から４年目標へ変更

計画から補助路線を削除
具体的には「(3)平野山下線・大和団地線の持続可能な運行の検討
について」で協議
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　(4) 基本方針３　～前回会議資料～



移動課題がある人の
移動手段の確保

タクシーの利便性向上　

  ・ユニバーサルデザインタクシーの導入

・タクシー配車可能エリアの拡大・運賃
　低廉化措置の検討
（サブスク運賃の導入など）

タクシー利用に課題を感じる
市民の割合（アンケート）

交通空白地・交通不便地への
持続可能な移動手段の確保

（福祉アンケートの項目）

福祉部検討中
（福祉分野をターゲットにした

移動支援）

自家用車に依存しなくても、
移動に困ることなく、

誰もが安心して暮らせる環境づくり

・福祉部検討中

目標（８年） 取組の方向性目標（４年）

（指標）（指標）

日常の移動に課題を
感じている市民の割合

（アンケート）

移動手段確保に係る
行政・交通事業者が
連携した地域支援

交通空白地等の居住人口割合

　・地域による移動手段の構築
（デマンド型乗合タクシーの導入）
（運送法に基づかない移動手段の
　導入）
（自家用有償運送の導入）

＜基本方針３＞　快適な環境で暮らせるまちの実現に向けた地域内交通サービスの構築

　(4) 基本方針３　～前回会議時点での提示内容と主な変更点～

具体的な解決策案
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＜基本方針３＞　快適な環境で暮らせるまちの実現に向けた地域内交通サービスの構築

タクシーの利便性向上　

取組の方向性

移動手段確保に係る
行政・交通事業者が
連携した地域支援

〇…主体、△…サポート

福祉部検討中
（福祉分野をターゲットにした

移動支援）

　(4) 基本方針３　～実施主体のイメージ～

事業者 地域 その他
関係機関 市

・地域による移動手段の構築
（デマンド型乗合タクシーの導入）
（運送法に基づかない移動手段の導入）
（自家用有償運送の導入）

△ 〇 ー △

・タクシー配車可能エリアの拡大・運賃定額化措置の
　検討（サブスク運賃の導入など） 〇 ー ー △

 ・ユニバーサルデザインタクシーの導入 〇 ー ー ー

主な実施主体
具体的な解決策案

・福祉部検討中 ー 〇 △ 〇
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出典：国土交通省資料

■交通空白地等でのタクシーサブスク運賃の導入
・タクシー運賃規制の弾力化等を図る道路運送法改正等を受け、国交省ではタクシー運賃低廉化を支援する補助制度を創設している。
・自治体と交通事業者が連携して行うタクシー低廉化措置の実証運行の経費等が補助対象となる

※下記事例は、川西市で実施可能と確認されたわけではなく、あくまでイメージとして記載している。

　(4) 基本方針３　～具体的な解決策の例～

タクシーの利便性向上　
・タクシー配車可能エリアの拡大・運賃
　低廉化措置の検討
（サブスク運賃の導入など）
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　(4) 基本方針３　～指標のイメージ～

指標 データ取得方法 現況値 目標値

8年 日常の移動に課題を感じている市民
の割合 市民交通行動アンケート 29.0%

【R4】 減少

4年

交通空白地等の居住人口割合 メッシュ人口データ等 22.6%
【R2】 減少

（福祉アンケートの項目） 調整中

タクシー利用に課題を感じる市民の
割合 市民交通行動アンケート 81.1%

【R4】 減少

＜基本方針３＞　快適な環境で暮らせるまちの実現に向けた地域内交通サービスの構築
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総 論

1．本計画の目的

○長期的な公共交通の利用低迷、及び近年の情勢（新型コロナウイルスの影響含む）への対応、

令和2年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正への対応等を背景として、

令和５年度で計画期間を終える「川西市公共交通基本計画」の考えを踏襲して、新たな計画を

策定する。

○本計画は、公共交通づくりの基本的な方針や目標、これを実現するための事業、評価の方法等

を定めるものであり、計画に準じて事業を推進することで、持続可能で利用しやすい公共交通体

系の維持・活性化を図ることを目的とする。

2．本計画の対象

2.1. 対象区域

○川西市域全域

2.2. 計画期間

○令和６（２０２４）年度から令和１３（２０３１）年度までの８年間

2.3. 対象交通

○対象交通は、「公共交通」を基本とする。

○本計画における「公共交通」とは、鉄道や路線バスといった乗合型かつ不特定多数の人が利用
する交通手段のほか、地域の生活移動を支えている乗用タクシーが該当する。また、広く市民の

移動を支える観点で、その他の輸送資源（福祉輸送、ボランティア輸送等）も含む。



3

3．本計画の構成と位置づけ

3.1. 計画の構成

○本計画は、「基本計画」と「実施計画」より構成する。

基本計画：公共交通体系の維持・活性化に向けた基本的な方針等を定めた計画

実施計画：基本的な方針実現のための事業、スケジュール等を定めた計画

図 本計画の構成

3.2. 計画の位置づけ

○本計画は、上位計画である「第６次川西市総合計画」、「川西市都市計画マスタープラン」に即

して定めるものであり、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定計画。

○これまでの「川西市公共交通基本計画」で定められた基本的な考え方を踏襲するとともに、個

別の関連計画と整合を図る。

図 本計画の位置づけ

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年

(仮称)川西市公共交通計画
（令和6年度～令和13年度：８年間）

基本計画

第６次川西市総合計画
（令和6年度～令和13年度：８年間）

川西市都市計画マスタープラン
（令和6年度～令和13年度：８年間）

実施計画

川西市公共交通

基本計画
（平成27年度

～令和５年度）

［主な関連計画］

〇第２次川西市環境基本計画

（平成29年度～令和8年度）

〇川西市健幸まちづくり計画

（令和５年度～令和10年度）

〇川西市子ども・若者未来計画

など

上

位

計

画

基 本 計 画（８年間）

実施計画(４年単位で検証）
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基本計画（令和６年度～令和13年度）

基本計画は、本市の置かれている現状を踏まえた上で、今後８年間の公共交通づくりの理念及び

基本的な方針を示すもの

1． まちづくりと公共交通

1.1. まちづくり計画における公共交通

○本市の公共交通づくりに関わりの深い行政計画として、上位計画に該当する「第６次川西

市総合計画」、「川西市都市計画マスタープラン」の概要、及び特に公共交通に関する内容

を示します。

「第６次川西市総合計画（目指すべき都市像案）」

心地よさ 息づくまち 川西 ～ジブンイロ叶う未来へ～

「川西市都市計画マスタープラン(基本理念案)」

持続可能で生活の質が高いまちづくり

1.2. まちづくりを支える公共交通のあり方

○公共交通は、人の移動の基盤となる施設であり、人や場所との出会いを生み出すことで、本市の

まちづくりを支える役割を担う。

○人口減少が進むなか、本市が活力あるまちであり続けるためには、障がい者を含めた子どもか

ら高齢者まで全ての人にとって、公共交通を利用しやすくすることで、誰もが便利に移動できる

環境を整えることが重要。

○本市が目指す脱炭素・循環型の持続可能で質の高いコンパクトなまちの構築に向けても、公共

交通を十分に活かしたまちづくり推進が必要。

2．公共交通の現状と課題

2.1. 公共交通をとりまく環境

○本市における公共交通をとりまく環境として、以下の項目のグラフや特徴等を示します。

・常住人口の推移と将来見込み

・人口の年齢構成の推移

・高齢者に関連する交通事故件数の推移

・市内の道路交通渋滞の状況 など

総合計画は8月頃にパブリックコ

メントを予定しており、今後変更と

なる可能性があります

※ 確定後に詳細を記載予定
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2.2. 川西市の公共交通体系

(1) 公共交通の構成
○本市の公共交通は、主に「基幹公共交通」、「地域内公共交通」より構成される。

表 公共交通の構成

図 「基幹公共交通」と「地域内公共交通」の役割分担イメージ

(2) 川西市の公共交通体系

基幹

公共交通

〇主に通勤・通学の主要交通手段として、広域社会を支える役割を担う。

〇本市は、大阪郊外のベッドタウンとして、大規模なニュータウンの開発とともに公共交

通体系が発展してきており、基幹公共交通は「まちの生命線」となっている。

地域内

公共交通

〇日常の交通手段として地域社会を支える役割を担う。

〇本市の大半のニュータウンでは、開発に合わせてバス運行が始まったことから、自宅

から一定の距離内にバス停があるという比較的恵まれた交通環境にある。

○ＪＲ西日本、阪急電鉄、能勢電鉄及び阪急

バス全ての基幹公共交通が、中心市街地

を交通結節点として結ばれるように整備さ

れている。

○本市東側の地域内公共交通は、能勢電鉄

の駅につながっており、フィーダー交通（支

線交通）としての機能を果たしている。

○西側の地域では、基幹公共交通と地域内

公共交通が一体となっており、中心市街地

にある川西能勢口駅と川西池田駅に直接

つながっている。

○基幹交通軸の全てが中心市街地でしっか

りと結ばれ、手文字でピースを表すような

交通体系を形成する。
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(3) 鉄道・バスの利用状況
○以下の路線の利用者数の推移を示し、近年概ね横這いかつ新型コロナウイルス感染症の影

響で利用者数が減少している状況を示します。

・能勢電鉄 ・阪急電鉄（川西能勢口駅） ・ＪＲ西日本（川西池田駅）

・阪急バス 川西猪名川線

(4) 事業収支の状況
○能勢電鉄、阪急バスにおける事業収支状況を示します。

(5) 交通空白地の状況
○鉄道駅から800ｍ圏・バス停から400ｍ圏に含まれない地域で、かつ居住者のいる地域

を交通空白地として図示します。

2.3. 市民及び事業者からみる現状

(1) 公共交通の満足度及び公共交通利用が多い市民の割合（※現計画の目標指標）

(2) 市民行動調査よりみる公共交通の現状

(3) 交通事業者からみる現状

公共交通（電車・バス）の利便性に満足している市民の割合

[公共交通基本計画]運用開始

○市民行動調査アンケート結果、及び交通事

業者へのヒアリング調査結果等より、市内

の公共交通に関する現状を示します。

（次頁のバックデータとなる項目抽出）
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2.4. 公共交通の現状と課題

表 公共交通の現状と課題

項 目 現 状 課 題

①交通を取り巻く

環境の変化
○今後、生産年齢人口や年少人口が減少する見

込みであり、本市の生命線といえる基幹公共交

通の定期利用者数の減少が想定される。

⇒子育て世代の転入促進のた

めにも、通勤・通学層の移動

手段である基幹交通の維

持・活性化が必要

○移動に困る市民は多くないが、75歳以上後期

高齢者では移動に困っている人が増加。

○高齢ドライバーの交通事故が増加。また、高齢

者の身近な乗り物である自転車事故も年々増

加傾向。

○後期高齢者の自動車免許更新厳格化で移動

手段の選択肢が減少。

⇒後期高齢者の移動手段を、

車以外の手段に転換を促す

ことが必要

②交通空白地の

状況

○交通空白地では個別輸送のタクシーを含め、

公共交通の利用が困難な地区がある。

○交通空白地の近隣にも移動が困難な地域が

ある。

⇒交通空白地等において、各

地区の実情に合わせた移

動手段の確保が必要

③公共交通の

利用状況

○人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響

等に起因して、近年、公共交通の利用者は減少

傾向にあり、今後、さらに減少する懸念がある。

○公共交通利用者の満足度は低下傾向にある。
○市と交通事業者の協働により、ＭＭを継続的に
実施してきたが、公共交通を利用しない人の利

用意向は低い。

⇒利用者数の減少で運行サ

ービスを見直し、その結果が

更なる減少に繋がる「負の

スパイラル」とならないよう

に、早期に利用者数の増加

を図ることが必要

④公共交通の

継続的な運行に

係る交通事業者

側の問題

○公共交通の利用者減少や運行コストの増加等

により、交通事業者の収支は悪化傾向にあり、

今後も厳しさを増す懸案がある。

⇒交通事業者が公共交通サ

ービスの提供を継続できる

ように、車両更新や老朽化

等、投資的なコスト増大を見

据え対策の検討が必要

〇全国的に公共交通に係る業界は人員不足が深

刻といえ、本市でもサービス低下の要因となる

懸念がある。

⇒交通事業者が人員不足とな

らないように対策が必要

⑤公共交通

サービスの提供

環境に係る問題

○道路渋滞等に伴い、バス等において遅延が生

じている。

⇒サービス水準の低下による

利用者離れを引き起こさな

いように、定時性確保に向

けた取組が必要
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3．公共交通づくりの理念及び基本方針

3.1. 理念（案） 市民の生活の質向上を可能にする交通サービスの実現を目指して

○本計画は、上位計画である第６次総合計画基本構想における将来像（ありたいまちの姿）の実現を支援す

るものです

3.2. 基本的な方針

3.3. 役割分担の考え方

○「市民」、「事業者」、「市」それぞれが、公共交通の維持・活性化にために担うべき役割を

示します。

基本方針 概 要

１ 脱炭素・循環型のまちの構

築に向けた公共交通の利用

環境の整備

乗り継ぎなどの公共交通の利便性の向上を行うことで、自
家用車から公共交通への転換を促進し、日常生活を支える基
盤である公共交通のサービス水準の確保を図るとともに、公
共交通の車両の EV化等を推進することで、脱炭素・循環型
のまちの実現を目指す。

２ まちの賑わい向上につなが

る公共交通の利用促進

公共交通について、市民の財産としての認識を深めるとと
もに、市民や来訪者の利用を促すことで、中心市街地や各地
域拠点の賑わいの向上を図る。

３ 生活の質が高いまちの実現

に向けた地域内交通サービ

スの構築

人口減少や高齢化等の社会環境の変化や地域の特徴に
応じて、誰もが快適な環境で暮らせるまちを実現するため、自
家用車だけに頼らずに移動できる環境づくりとして、身近な地
域内交通を地域住民・行政・交通事業者が一体となって構築
していく。

公共交通は子どもからお年寄りまで幅広い世代の人が利用でき、クルマが運転できない人にとって、なくて

はならない移動手段です。また、本市が目指している持続可能で生活の質の高いコンパクトなまちづくりに

おいても有効な移動手段です。

一方で、人口減少や高齢化、更には新型コロナウイルスの影響による交通行動やライフスタイルの変化な

ど、近年の公共交通を取り巻く環境は以前に比べ、非常に厳しいと言えます。

こうした状況下において、市民の一人一人が、住み慣れた市内各地域で心地よく暮らすことができる生活

を実現するためには、それぞれの地域の交通状況・住環境に応じた交通サービスが必要になります。このよ

うな交通サービスを構築するためには、これまで以上に市民・事業者・行政がそれぞれ必要な役割を担い、

快適に移動できる交通環境の整備に向けて取り組むことが重要です。
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実施計画
実施計画は、基本計画に示した本市の公共交通づくりの基本的な方針（理念及び基本方針）を

実現するため、具体的な目標や取組を位置づけるとともに、着実な実施に向けた評価方法などを示

すもの

1．基本的な方針実現のための目標及び評価指標

1.1. 目標設定の考え方

○３つの基本方針毎に、その実現を目指した具体的な目標を２つの段階で設定

［８年後の実現を目指す目標］・・・・本市の公共交通に関連するまちづくりや社会環境の変

容など、短期的な実現が困難と思われる目標

［４年後の実現を目指す目標］・・・・・８年後の目標達成のために、短期間での実現を目指す

より具体的な目標

1.2. 基本方針と目標及び評価指標

○基本方針毎に、目標と評価指標を示します。

○また、指標の現況値（基準値）と目標値、及び評価方法を記載します。

2．基本的な方針実現のための取組

2.1. 取組の方向性

○３つの基本方針別に、目標との対応関係を明示させた上で、計画期間における取組の方向

性、及び具体的な取組を示します。（例えば、基本方針１は下図）



10

2.2. 取組概要及び実施主体

○先述したそれぞれの「取組」の具体的な内容、実施主体、スケジュールを示します。

3．計画の実現に向けて

3.1. 本計画の評価

(1) 評価の実施体制
○「実施計画」で定めた事業を円滑かつ着実に遂行するため、「川西市地域公共交通会議」にお

いて進捗管理、及び目標達成状況の評価を実施する。

(2) 評価の方法
○ＰＤＣＡサイクル（計画・見直し（Plan）、施策実施（Do）、評価（Check）、施策改善（Act））に準

じて、効果的・柔軟な見直しを行いつつ、着実に事業を実施する。

○基本計画は８年経過した後、実施計画は４年毎に見直すことを念頭に、評価検証を実施する。

実施計画

基 本 計 画

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

９年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

令和

13年度

４年間

の検証

４年間

の検証

８年間

の検証

次
期
の
計
画
へ

毎年検証 ・・・必要に応じて実施計画を見直す
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4．事業概要及び実施主体

【全基本方針共通】

※事業毎に、概要、実施主体、スケジュール等を記載（イメージ）

事業名 地域の移動課題対策支援事業

事業の目的
①交通空白地、 不便地対策

②既存交通の利用促進又は新たなサービスの検討

事業の概要

（主な事業エリア）

・地域ごとに異なる移動課題に対して、その解決に向けた地元団体の

主体的な取り組みを支援する

・各地域で検討会を立ち上げ、地域内の移動課題の解決を図る

（市内コミュニティエリア単位で実施区域を検討）

実施主体

【役割】

■川西市：交通政策課 【補助金の支出】

■交通事業者：＊＊鉄道、＊＊バス 【検討会への参加】

■市民：移動課題解決に向けた検討会の立ち上げ及び対策検討実施

□その他：

実施

時期

令和

6年度
7年度 8年度 9年度

10年

度

11年

度

12年

度

13年

度

実施地域を

募集

検討会立ち上げ

課題点及び解決

策検討

解決策実施判断

解決策の実施

状況に応じ

実施継続を判断

備考 地域募集は適宜実施



（３）平野山下線・大和団地線の
持続可能な運行の検討について

【資料３】



～平野山下線・大和団地線の状況～

＜運行開始の経緯＞
昭和58年10月に市立川西病院が中央町から東畦野に移転したことに伴い、交通の利便性等の向上
に寄与することを目的に運行　　※バス購入及び運行経費の損失補填の一部を市が補助
●平成5年～  ：「平野駅～山下駅」間の運行を開始
●平成13年～：運行赤字の改善及び大和地域内の移動を担う目的で「大和地域内」に延伸

1



＜当該路線の意義＞
①病院の足として当初当該路線はスタートしたが、病院移転後も市民の生活の足として定着
②当該路線がなければ、公共交通の空白地(鉄道800mバス400mの範囲外)になるため、輸送手段の確保が必要

   

●当該路線の経緯：昭和５８年に市立川西病院が中央町から東畦野に移転したことに伴い、交通の利便性等の向上に寄
与することを目的に運行　➡令和４年９月　川西病院が市南部に移転

当該路線のあり方(前回会議資料)

バス路線が無ければ
空白地になる部分

牧の台コミュニティ 緑台・陽明コミュニティ

バス路線が無ければ
空白地になる部分

東谷コミュニティ

＜輸送手段確保に向けた市の考えとその課題＞
市の考え：当該路線がなくなると交通空白地となるため輸送の継続が必要
課　題①：赤字が増大しており、持続可能な運行に適宜見直しが必要
課　題②：ＧＨ地区及び東谷地区を走る当該路線は平日1日６便の運行であり、交通不便地となっている
　　　　　⇒ダイヤ改定前から乗降客数が少なかったため減便したが、別の輸送手段確保を含めた検討が必要

バス路線が無ければ
空白地になる部分

2



＜オブザーバーからの意見＞
【兵庫県】平野山下線はバス以外の交通手段確保
　　　　　　　　（タクシーの活用など）に向けた検討が必要 　⇒方針②と同様の意見

【大和地区】当該路線周辺の環境変化（人口・若年層の転入等）による需要予測の数値化
①近隣の物流施設稼働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②令和６年４月からの駐輪場有料化
③川西市による「北部まちづくり方針」　　　　　　　　　④市立川西病院跡地の利用計画
⑤大和ハウス工業（株）による当地域の“再耕”

当該路線のあり方

●前回地交会議後に委員から寄せられた意見

　⇒委員からの意見提起無し

＜輸送手段確保に向けた事務局案＞当該路線がなくなると交通空白地となるため輸送の継続が必要
方針①：赤字が増大しており、持続可能な運行形態に適宜見直しが必要
方針②：減便により交通不便地となった地域には、別の輸送手段確保を含めた検討が必要

「利用実態」及び「当該地区の人口推計」に見合った移動手段
に見直す

委員から後日意見を募集し
対応を検討
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当該路線のあり方

～当該路線の見直し方針（案）～

4

現状の利用状況及び将来の人口構成を踏まえた移動ニーズに基づ
き、持続可能な移動サービスのあり方を検討し、見直しを図る。
＜方針１＞
本計画の事業として位置づける予定の「地域の移動課題対策支援」を活用し、令和5年度から先行的
な取組み※として行う　

⇒当該地区への補助を全市的な補助制度へ一本化する(地域の移動課題支援事業)

＜方針２＞
地元団体が検討会を立ち上げ、行政・事業者・学識経験者などが支援を行う

※検討プロセスや課題とその改善方法を整理し、当該事業の内容へフィードバックし、事業のマニュアル化を目指す

あり方検討完了までのバス運行の取り扱い

１　　移動サービスの見直しが終わるまでの間は「バス運行」として取り扱う
２　　地元団体が取り組んでいるルート変更などの収支改善に向けた取組み結果を確認し、現状のバス運行
　　が持続可能な運行となるか本会議で評価する
　　　⇒評価結果は上記の検討会にフィードバック



【大和団地線】収支改善に向けたルートの変更について

＜大和地区からの提案内容＞
現在、大和東１丁目にバスは運行しておらず、東１丁目の利便性向上および当該路線の収益
向上のためにバスルートを変更するもの
詳細は別紙1　大和の提案書

＜ルートを変更する時間＞
平日9:04～17:34の１８便
および土休日全便
　　他地域のダイヤに影響なし
　　 詳細は別紙2

大和西１丁目

大和東１丁目

牧の台会館前

黒い線：現在のルート
赤い線：変更後のルート
緑色の丸：ルート変更時間帯のみ通るバス停（牧の台会館前）
黄色の丸：ルート変更時間帯に通らなくなるバス停
（大和西１丁目、大和東１丁目）
赤色の丸：新たに設置するバス停

⇒当該路線のあり方について協議後、別紙協議書（案）にて協議

＜利用者増を見込む対象＞
住民　　　　：東1丁目に居住する高齢者
利用目的：買い物
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収支予測について

〇ルート変更による増員見込み　：約１，８００人/月
～増員見込みの算出方法～

バス停 増減等 増減等人数(月) 増減根拠 理由

大和西１丁目 廃止による減 14人
（２０２３年４月実績）

乗降者数
新バス停E（100m）の利用もしくは駅
（600m)まで徒歩へ転換する可能性が
ある

大和東１丁目
廃止による
増減なし

乗降者数
新バス停A（200m）の利用
（４月平日実績２３人）

牧の台会館前 再開による増 ２６人
（2021年４月実績）

乗降者数 休止していたバス停の再開

新停留所５箇所
（A~E）

新設による増 １,８００人
人口集計表、市民交通行動
アンケート、平野山下線・大

和団地線アンケート

東１丁目の高齢者の人数×大和東１丁
目で阪急バスを利用していない人の割
合×大和地域の高齢者の外出頻度×利
用率50%
※詳細は次ページ

〇ルート変更後の収入増額見込み
　増額見込み額：約３,283千円　　※往復利用の場合は約６,566千円
　（ルート変更による増員見込み数１,800人×12ヶ月×運行単価１５２円）　

6

【現状の運行での収入予測（令和５年４月の大和団地線の運行状況から予測）】
　　・令和５年４月の利用人数：8,152人/月（IC利用者のみ）
　　・収入見込：14,869千円（8,152人×12ヶ月×運行単価１５２円）



大和東１丁目：１２人／２１人・・・約60％

（資料：平野山下線・大和団地線アンケート）

～新停留所増設による増員見込みの考え方について～　

＜算出式＞
　東１丁目の高齢者の人数（住民基本台帳）×大和東１丁目で阪急バスを利用してい　
　ない人の割合（平野山下線・大和団地線アンケート）×大和地域の高齢者の外出頻
　度 (平野山下線・大和団地線アンケート)×利用率50%

　７３３人×60%×８回(週２回)×50％≒１,８００人
　※往復利用の場合は3,６００人

収支予測について

主な行き先へ行く頻度は
週に１～２日が最も高い

(資料：平野山下線・大和団地線アンケート）

～大和地域の高齢者の主な行き先への外出頻度～

～利用頻度～大和東１丁目で利用したことがない・ほぼないと答えた割合

週に５日以上 週に３～４日 週に１～２日 月に数日 月に１日未満
ほぼ利用しない
利用したことがない

大和西 4.1% 0.0% 2.0% 8.2% 6.1% 79.6%

大和東 5.0% 12.5% 13.8% 23.8% 11.3% 33.8%

(参考)大和地区内の利用頻度

項目 件数（件） 割合（％）
週に５日以上 3 7.1%
週に３～４日 10 23.8%
週に１～２日 19 45.2%
月に数日 10 23.8%
月に１日未満 0 0.0%
合計 42 100.0%
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【参考】川西市の将来人口推計　　(総合計画作成用暫定資料)

川西市では将来的に人口は減少すると想定

8出典：市推計



東谷 牧の台緑台・陽明

３地区とも人口は減少する見込み⇒舎羅林山の開発を鑑みても人口は減少する見込み
※猪名川町のプロロジスパークが出来た後も人口減少。

2025年 年齢別の割合（市域全体より割合が高い箇所を着色）
緑台・陽明 東谷 牧の台 全市

0～14歳 10.7% 10.3% 11.5% 11.4%
15～39歳 17.7% 23.1% 17.6% 21.4%
40～64歳 30.4% 35.4% 30.7% 34.3%
65～74歳 12.8% 12.5% 11.6% 11.6%
75歳以上 28.4% 18.7% 28.5% 21.2%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

【参考】補助路線運行エリアの将来人口推計

～2022年以降の年齢別人口～
・３地区とも64歳以下の人口が減少する予想
・緑台・陽明、牧の台地区は2025年以降に高齢
　者の人口も減少する見込み
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令和５年度第 1 回川西市地域公共交通会議 
【資料４】

（案） 
道路運送法第１５条第１項及び同法施行規則第１４条に掲げる 

協議が調っていることの証明書 
 
　令和５年７月１２日付川西市地域公共交通会議において、下記事項に関し、協議が調ったことを証明
する。 

 
記 

 
１、協議が調っている路線 

平野山下線・大和団地線 
 

２、協議が調っている運行系統 
平野駅～山下駅、畦野駅～大和地域内 
 

３、路線延長区間 
起点：大和西 1 丁目 96-11 番地先 
終点：大和東 1 丁目 12-14 番地先 
キロ程：約 0.7km 
新設停留所：第三公園前、第一公園前、大和西一丁目(増設) 
 

４、路線再開区間 
起点：大和西２丁目 2-8 番地先 
終点：大和西２丁目 4-22 番地先 
キロ程：約 0.4km 
再開停留所：牧の台会館前 
 

５、延伸日 
令和 5 年 10 月 1 日 
 

６、延伸理由 
より効率的な運行内容に変更するため 

 
 
 

令 和 ５ 年 ７ 月 １ ２ 日 
川西市地域公共交通会議 

会長　●●



令和５年度第１回川西市地域公共交通会議 【別紙１】

２０２３年６月２６日

川西市長 越田 謙治郎 様

大和バスのルート・ダイヤ変更の提案について

拝啓 平素は大和地域の諸問題に関しまして格別のお引き立てを賜り厚くお礼

申し上げます。

さて、大和地域ではバス問題が今まで以上に大きな関心事であり、話題となっ

てきております。

このような中、地域では公共交通の勉強を行い、MMの重要性を再認識し、地

域住民が自分の問題としてバス問題に取り組んでいるところです。

この度、大和地域では運行経費を増やすことなく、乗客増を目指すための「ル

ート」と「ダイヤ」について、新ルート等に関係する地域住民の合意が得られま

したので、大和交通検討委員会において協議した結果、以下の2点を提案いた

します。（別紙添付）

（１）平日の昼間時間及び土休日全日の一部ルート変更

（２）能勢電鉄との乗り継ぎを考慮し、夜間３便を数分変更

地域内公共交通の重要性は今更語るまでもなく、≪オールドニュウータウン

大和再生≫のカギのひとつは阪急バスだと考えています。

大和地域においては、平成２８年に川西市交通政策課・阪急バス（株）等、関

係諸団体とともに全国初と言われている路線バスの利用者数のV字回復を成し

遂げ、日本モビリティ・マネジメント会議から「マネジメント賞」を受賞した実

績があります。

これからも地域内公共交通である阪急バスによる大和地域の活性化を推進し、

地域の顔である「大和バス」を持続可能なバスに育て続けていきますので、今後

ともご協力をお願い申し上げます。

敬具

大和交通検討委員会

委員長 南野 繁夫



平日ダイヤ

平野駅 10:38 13:30 18:36
緑台公民館前 10:39 13:31 18:37
緑台四丁目 10:40 13:32 18:38
グリーンハイツセンター 10:42 13:34 18:40
向陽台三丁目 10:43 13:35 18:41
陽明小学校前 10:44 13:36 18:42
グリーンハイツ北 10:45 13:37 18:43
文珠橋 10:46 13:38 18:44
西畦野 10:47 13:39 18:45
東畦野六丁目 10:49 13:41 18:47
東谷行政センター前 10:52 13:44 18:50
山下駅 10:55 13:47 18:53
畦野駅 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:21 08:44 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:27 21:57 22:27
大和西一丁目 06:15 ↓ 06:55 ↓ 07:35 ↓ 08:22 ↓ 09:05 ↓ 10:05 ↓ 11:05 ↓ 12:05 ↓ 13:05 ↓ 14:05 ↓ 15:05 ↓ 16:05 ↓ 17:05 ↓ 18:05 ↓ 18:58 ↓ 19:38 ↓ 20:18 ↓ 20:58 ↓ 21:58 ↓
牧の台小学校前 06:15 ↓ 06:55 ↓ 07:35 ↓ 08:22 ↓ 09:05 ↓ 10:05 ↓ 11:05 ↓ 12:05 ↓ 13:05 ↓ 14:05 ↓ 15:05 ↓ 16:05 ↓ 17:05 ↓ 18:05 ↓ 18:58 ↓ 19:38 ↓ 20:18 ↓ 20:58 ↓ 21:58 ↓
大和東一丁目 06:16 ↓ 06:56 ↓ 07:36 ↓ 08:23 ↓ 09:06 ↓ 10:06 ↓ 11:06 ↓ 12:06 ↓ 13:06 ↓ 14:06 ↓ 15:06 ↓ 16:06 ↓ 17:06 ↓ 18:06 ↓ 18:59 ↓ 19:39 ↓ 20:19 ↓ 20:59 ↓ 21:59 ↓
大和東三丁目 06:17 ↓ 06:57 ↓ 07:37 ↓ 08:24 ↓ 09:07 ↓ 10:07 ↓ 11:07 ↓ 12:07 ↓ 13:07 ↓ 14:07 ↓ 15:07 ↓ 16:07 ↓ 17:07 ↓ 18:07 ↓ 19:00 ↓ 19:40 ↓ 20:20 ↓ 21:00 ↓ 22:00 ↓
大和西二丁目 ↓ 06:34 ↓ 07:14 ↓ 07:54 ↓ 08:44 ↓ 09:34 ↓ 10:34 ↓ 11:34 ↓ 12:34 ↓ 13:34 ↓ 14:34 ↓ 15:34 ↓ 16:34 ↓ 17:34 ↓ 18:34 ↓ 19:17 ↓ 19:57 ↓ 20:37 ↓ 21:27 ↓ 22:27
大和西五丁目 ↓ 06:35 ↓ 07:15 ↓ 07:55 ↓ 08:45 ↓ 09:35 ↓ 10:35 ↓ 11:35 ↓ 12:35 ↓ 13:35 ↓ 14:35 ↓ 15:35 ↓ 16:35 ↓ 17:35 ↓ 18:35 ↓ 19:18 ↓ 19:58 ↓ 20:38 ↓ 21:28 ↓ 22:28
大和東四丁目 ↓ 06:36 ↓ 07:16 ↓ 07:56 ↓ 08:46 ↓ 09:36 ↓ 10:36 ↓ 11:36 ↓ 12:36 ↓ 13:36 ↓ 14:36 ↓ 15:36 ↓ 16:36 ↓ 17:36 ↓ 18:36 ↓ 19:19 ↓ 19:59 ↓ 20:39 ↓ 21:29 ↓ 22:29
大和東二丁目 06:18 06:37 06:58 07:17 07:38 07:57 08:25 08:47 09:08 09:37 10:08 10:37 11:08 11:37 12:08 12:37 13:08 13:37 14:08 14:37 15:08 15:37 16:08 16:37 17:08 17:37 18:08 18:37 19:01 19:20 19:41 20:00 20:21 20:40 21:01 21:30 22:01 22:30
第八公園前 06:19 06:38 06:59 07:18 07:39 07:58 08:26 08:48 09:09 09:38 10:09 10:38 11:09 11:38 12:09 12:38 13:09 13:38 14:09 14:38 15:09 15:38 16:09 16:38 17:09 17:38 18:09 18:38 19:02 19:21 19:42 20:01 20:22 20:41 21:02 21:31 22:02 22:31
第三自治会館前 06:20 06:39 07:00 07:19 07:40 07:59 08:27 08:49 09:10 09:39 10:10 10:39 11:10 11:39 12:10 12:39 13:10 13:39 14:10 14:39 15:10 15:39 16:10 16:39 17:10 17:39 18:10 18:39 19:03 19:22 19:43 20:02 20:23 20:42 21:03 21:32 22:03 22:32
第十公園前 06:21 06:40 07:01 07:20 07:41 08:00 08:28 08:50 09:11 09:40 10:11 10:40 11:11 11:40 12:11 12:40 13:11 13:40 14:11 14:40 15:11 15:40 16:11 16:40 17:11 17:40 18:11 18:40 19:04 19:23 19:44 20:03 20:24 20:43 21:04 21:33 22:04 22:33
大和東五丁目 06:22 06:41 07:02 07:21 07:42 08:01 08:29 08:51 09:12 09:41 10:12 10:41 11:12 11:41 12:12 12:41 13:12 13:41 14:12 14:41 15:12 15:41 16:12 16:41 17:12 17:41 18:12 18:41 19:05 19:24 19:45 20:04 20:25 20:44 21:05 21:34 22:05 22:34
第八公園前 06:23 06:42 07:03 07:22 07:43 08:02 08:30 08:52 09:13 09:42 10:13 10:42 11:13 11:42 12:13 12:42 13:13 13:42 14:13 14:42 15:13 15:42 16:13 16:42 17:13 17:42 18:13 18:42 19:06 19:25 19:46 20:05 20:26 20:45 21:06 21:35 22:06 22:35
大和東二丁目 06:24 06:43 07:04 07:23 07:44 08:03 08:31 08:53 09:14 09:43 10:14 10:43 11:14 11:43 12:14 12:43 13:14 13:43 14:14 14:43 15:14 15:43 16:14 16:43 17:14 17:43 18:14 18:43 19:07 19:26 19:47 20:06 20:27 20:46 21:07 21:36 22:07 22:36
大和東三丁目 ↓ 06:44 ↓ 07:24 ↓ 08:04 ↓ 08:54 ↓ 09:44 ↓ 10:44 ↓ 11:44 ↓ 12:44 ↓ 13:44 ↓ 14:44 ↓ 15:44 ↓ 16:44 ↓ 17:44 ↓ 18:44 ↓ 19:27 ↓ 20:07 ↓ 20:47 ↓ 21:37 ↓ 22:37
大和東一丁目 ↓ 06:44 ↓ 07:24 ↓ 08:04 ↓ 08:54 ↓ 09:44 ↓ 10:44 ↓ 11:44 ↓ 12:44 ↓ 13:44 ↓ 14:44 ↓ 15:44 ↓ 16:44 ↓ 17:44 ↓ 18:44 ↓ 19:27 ↓ 20:07 ↓ 20:47 ↓ 21:37 ↓ 22:37
牧の台小学校前 ↓ 06:45 ↓ 07:25 ↓ 08:05 ↓ 08:55 ↓ 09:45 ↓ 10:45 ↓ 11:45 ↓ 12:45 ↓ 13:45 ↓ 14:45 ↓ 15:45 ↓ 16:45 ↓ 17:45 ↓ 18:45 ↓ 19:28 ↓ 20:08 ↓ 20:48 ↓ 21:38 ↓ 22:38
大和西一丁目 ↓ 06:46 ↓ 07:26 ↓ 08:06 ↓ 08:56 ↓ 09:46 ↓ 10:46 ↓ 11:46 ↓ 12:46 ↓ 13:46 ↓ 14:46 ↓ 15:46 ↓ 16:46 ↓ 17:46 ↓ 18:46 ↓ 19:29 ↓ 20:09 ↓ 20:49 ↓ 21:39 ↓ 22:39
大和東四丁目 06:24 ↓ 07:04 ↓ 07:44 ↓ 08:31 ↓ 09:14 ↓ 10:14 ↓ 11:14 ↓ 12:14 ↓ 13:14 ↓ 14:14 ↓ 15:14 ↓ 16:14 ↓ 17:14 ↓ 18:14 ↓ 19:07 ↓ 19:47 ↓ 20:27 ↓ 21:07 ↓ 22:07 ↓
大和西五丁目 06:25 ↓ 07:05 ↓ 07:45 ↓ 08:32 ↓ 09:15 ↓ 10:15 ↓ 11:15 ↓ 12:15 ↓ 13:15 ↓ 14:15 ↓ 15:15 ↓ 16:15 ↓ 17:15 ↓ 18:15 ↓ 19:08 ↓ 19:48 ↓ 20:28 ↓ 21:08 ↓ 22:08 ↓
大和西二丁目 06:26 ↓ 07:06 ↓ 07:46 ↓ 08:33 ↓ 09:16 ↓ 10:16 ↓ 11:16 ↓ 12:16 ↓ 13:16 ↓ 14:16 ↓ 15:16 ↓ 16:16 ↓ 17:16 ↓ 18:16 ↓ 19:09 ↓ 19:49 ↓ 20:29 ↓ 21:09 ↓ 22:09 ↓
畦野駅 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:37 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:43 22:13 22:43
山下駅 07:58 13:03 15:59
東谷行政センター前 07:58 13:03 15:59
東畦野六丁目 08:01 13:06 16:02
西畦野 08:02 13:07 16:03
文珠橋 08:04 13:09 16:05
グリーンハイツ北 08:05 13:10 16:06
陽明小学校前 08:07 13:12 16:08
向陽台三丁目 08:08 13:13 16:09
グリーンハイツセンター 08:09 13:14 16:10
緑台四丁目 08:10 13:15 16:11
緑台公民館前 08:11 13:16 16:12
平野駅 08:19 13:24 16:20
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平野駅 12:08 16:38
緑台公民館前 12:09 16:39
緑台四丁目 12:10 16:40
グリーンハイツセンター 12:12 16:42
向陽台三丁目 12:13 16:43
陽明小学校前 12:14 16:44
グリーンハイツ北 12:15 16:45
文珠橋 12:16 16:46
西畦野 12:17 16:47
東畦野六丁目 12:19 16:49
東谷行政センター前 12:22 16:52
山下駅 12:25 16:55
畦野駅 08:04 08:34 09:04 09:34 12:34 13:04 13:34 14:04 17:04 17:34 18:04 18:34
大和西一丁目 08:05 ↓ 09:05 ↓ 12:35 ↓ 13:35 ↓ 17:05 ↓ 18:05 ↓
牧の台小学校前 08:05 ↓ 09:05 ↓ 12:35 ↓ 13:35 ↓ 17:05 ↓ 18:05 ↓
大和東一丁目 08:06 ↓ 09:06 ↓ 12:36 ↓ 13:36 ↓ 17:06 ↓ 18:06 ↓
大和東三丁目 08:07 ↓ 09:07 ↓ 12:37 ↓ 13:37 ↓ 17:07 ↓ 18:07 ↓
大和西二丁目 ↓ 08:34 ↓ 09:34 ↓ 13:04 ↓ 14:04 ↓ 17:34 ↓ 18:34
大和西五丁目 ↓ 08:35 ↓ 09:35 ↓ 13:05 ↓ 14:05 ↓ 17:35 ↓ 18:35
大和東四丁目 ↓ 08:36 ↓ 09:36 ↓ 13:06 ↓ 14:06 ↓ 17:36 ↓ 18:36
大和東二丁目 08:08 08:37 09:08 09:37 12:38 13:07 13:38 14:07 17:08 17:37 18:08 18:37
第八公園前 08:09 08:38 09:09 09:38 12:39 13:08 13:39 14:08 17:09 17:38 18:09 18:38
第三自治会館前 08:10 08:39 09:10 09:39 12:40 13:09 13:40 14:09 17:10 17:39 18:10 18:39
第十公園前 08:11 08:40 09:11 09:40 12:41 13:10 13:41 14:10 17:11 17:40 18:11 18:40
大和東五丁目 08:12 08:41 09:12 09:41 12:42 13:11 13:42 14:11 17:12 17:41 18:12 18:41
第八公園前 08:13 08:42 09:13 09:42 12:43 13:12 13:43 14:12 17:13 17:42 18:13 18:42
大和東二丁目 08:14 08:43 09:14 09:43 12:44 13:13 13:44 14:13 17:14 17:43 18:14 18:43
大和東三丁目 ↓ 08:44 ↓ 09:44 ↓ 13:14 ↓ 14:14 ↓ 17:44 ↓ 18:44
大和東一丁目 ↓ 08:44 ↓ 09:44 ↓ 13:14 ↓ 14:14 ↓ 17:44 ↓ 18:44
牧の台小学校前 ↓ 08:45 ↓ 09:45 ↓ 13:15 ↓ 14:15 ↓ 17:45 ↓ 18:45
大和西一丁目 ↓ 08:46 ↓ 09:46 ↓ 13:16 ↓ 14:16 ↓ 17:46 ↓ 18:46
大和東四丁目 08:14 ↓ 09:14 ↓ 12:44 ↓ 13:44 ↓ 17:14 ↓ 18:14 ↓
大和西五丁目 08:15 ↓ 09:15 ↓ 12:45 ↓ 13:45 ↓ 17:15 ↓ 18:15 ↓
大和西二丁目 08:16 ↓ 09:16 ↓ 12:46 ↓ 13:46 ↓ 17:16 ↓ 18:16 ↓
畦野駅 08:20 08:50 09:20 09:50 12:50 13:20 13:50 14:20 17:20 17:50 18:20 18:50
山下駅 09:59 14:29
東谷行政センター前 09:59 14:29
東畦野六丁目 10:02 14:32
西畦野 10:03 14:33
文珠橋 10:05 14:35
グリーンハイツ北 10:06 14:36
陽明小学校前 10:08 14:38
向陽台三丁目 10:09 14:39
グリーンハイツセンター 10:10 14:40
緑台四丁目 10:11 14:41
緑台公民館前 10:12 14:42
平野駅 10:20 14:50
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